
富士見市 

協働事業提案制度 

平成２８年度募集要領 
 

 

【市民提案型協働事業・行政提案型協働事業】  

募集期間 ７月１５日から８月３１日まで 

 

【アイデア提案】 

随時募集中 

 

 

 

 

 

市では、市民の皆さんの知恵と力をいかした協働によるまちづくりを 

進めるため、協働事業提案制度を設けています。 

市民の皆さんが日ごろ感じている公共的な課題に対し、市との協働に 

より効果的な解決を目指す事業の提案を募集します。 

 

 

 

 

 

 

富士見市 自治振興部 協働推進課 



◆富士見市協働事業提案制度の目的◆ 

 この事業は、地域における公共的な課題の解決と、市民満足度の向上を目的

に、市民と市が提案・計画段階から協議を行い、互いを尊重しながら役割分担

と責任を明確にし、協働で事業に取り組むものです。 

 「市民提案型協働事業」「行政提案型協働事業」「アイデア提案」に区分し、

提案を募集します。 

 

◆市民提案型協働事業・行政提案型協働事業◆ 

【市民提案型協働事業の提案について】 

市民が市と協働により市内で実施する、公益的な事業を企画・提案してくだ

さい。平成２８年度は提案を募集し、採択された事業は平成２９年度に実施し

ます。 

 

≪平成２７年度採択協働事業（平成２８年度実施）≫ 

すわの森環境保全事業  

実施団体：すわ・氷川森の会（構成員１０名） 担当課：まちづくり推進課 

場所 諏訪の森（鶴馬の氷川神社隣） 

実施期間 平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日 

目的 市内に残された貴重な財産である緑地を市民と市が協働で維持、管

理し、後世に残していきます。現在ホタルの姿は見られませんが、

約１０年前のホタルも生息していたような環境づくりをめざしま

す。 

 

コスモス育成活動事業  

実施団体：コスモスの会ふじみ（構成員１４名） 担当課：地域文化振興課 

場所 サイクリングコース（寿橋から木染橋まで全長約 1,200ｍ） 

実施期間 平成２８年６月下旬から平成２８年１１月下旬 

目的 コスモス街道の魅力を通して、市の PRや地域の活性化と、サイクリ

ングコース利用者やコスモス鑑賞に訪れた方等との交流を図りま

す。 

 

≪協働事業の参考例≫ 

 ・歩道脇の除草等の定期清掃活動 ・公園内の定期清掃活動 

・自転車の乗り方教室の開催 ・振り込め詐欺被害防止講座の開催 等 



 

【行政提案型協働事業の提案について】 

平成２８年度は、３件の事業について、具体的な内容を企画・提案してくだ

さい。採択された事業は、平成２９年度に実施します。 

 

 ≪募集する事業≫ 

 

事業１ 「手話を知るための講演会」 

（手話や聴覚障害者のためのコミュニケーション手段を学ぶ

講演会の開催） 

事業の目的 普段、手話とふれあう機会が少ない方にも手話を知ってもら

い、多くの市民に手話や手話を使う人について理解を深めて

もらう。 

 

事業の内容 聴覚に障害のある方のコミュニケーション手段である手話に

ついて、啓発を目的とした講演会を開催する。 

 

事業の期間 平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日まで 

想定予算額 １５０，０００円 

市の役割 

 

市広報紙や市ホームページ等による周知 

イベント開催会場（公共施設の場合）の借用申請手続き 

担当課 障がい福祉課 障がい者支援係（内線３３５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業２ 「スポーツ交流を通して、障がいについて知ろう」 

（障がいについて知る啓発イベントの開催） 

事業の目的 スポーツを通して障がいのある方と体感を共有しながらふれ

あい、障がいのある方への配慮について知ってもらう。 

 

事業の内容 

 

障がいのある方とともに参加する、スポーツ体験イベント等

を開催する。 

＊事業の例 ブラインドサッカーやデフフットサル等障がい

者スポーツを取り入れたイベント 

 

事業の期間 平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日まで 

想定予算額 １１０，０００円 

市が可能な役割 市広報紙や市ホームページ等による周知 

イベント開催会場（公共施設の場合）の借用申請手続き 

担当課 障がい福祉課 障がい者支援係（内線３３５） 

 

 

事業３ 「（仮称）あいサポートまつり」 

（「あいサポート運動」、「障害者差別解消法」について知る啓

発イベントの開催） 

事業の目的 

 

文化や芸術を通して障がいのある方と感性を共有しながらふ

れあい、障がいのある方への配慮について知ってもらう。 

 

事業の内容 障がいのある方とともに参加する、音楽や美術等の文化や芸

術の交流、体験等様々なイベント等を同時に開催し、市が推

進する「あいサポート運動」や、平成２８年４月に施行され

た「障害者差別解消法」に関する啓発活動を併せて行う。 

 

事業の期間 平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日まで 

想定予算額 ８０，０００ 円 

市の役割 市広報紙や市ホームページ等による周知 

イベント開催会場（公共施設の場合）の借用申請手続き 

担当課 障がい福祉課 障がい者支援係（内線３３５） 

 

 



【協働事業の要件について】 

次の要件をすべて満たす事業を対象とします。 

１ 市内で実施される公共的または公益的な事業であって、地域の課題を解決 

をできるものであること。 

２ 市民満足度が高まり、具体的な効果及び成果を期待することができること。 

３ 市民と市の役割分担が明確であり、協働で実施することにより相乗効果を 

期待することができること。 

４ 提案した団体等が実施することが可能な事業であること。 

 

前述の要件にかかわらず、次のいずれかに該当する事業は対象としません。 

１ 政治、宗教もしくは選挙活動を目的とする事業、または営利を主な目的と 

する事業 

２ 特定の個人、または法人その他の団体のみが利益を受ける事業 

３ 施設等の建設、または整備を目的とする事業 

４ 既存の制度で対応できる事業 

５ 法令または公序良俗に反し、または反するおそれのある事業 

６ 国、地方公共団体、その他の公共団体から助成を受けている事業 

 

【提案者について】 

提案することができる法人、団体等は、次の要件をすべて満たしていること

とします。 

１ 法人または３人以上で組織している団体で、その構成員の半数以上が市内 

に在住、在勤または在学している個人であること。 

２ 市内に事務所もしくは事業所を有し、主たる活動場所を市内に置いている 

  こと。 

３ 協働事業を主体的かつ的確に遂行することができる体制であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【提案方法について】 

≪募集期間≫ 

  平成２８年７月１５日（金）から８月３１日（水）まで 

 

≪「市民提案型協働事業」「行政提案型協働事業」提出書類≫ 

提案する団体は、募集期間内に、次の書類を協働推進課窓口、または郵送（募

集期間内必着）にて提出してください。 

① 富士見市協働事業提案制度申請書（様式第１号） 

② 富士見市提案型協働事業企画書（様式第２号） 

③ 収支予算書（様式第３号） 

④ 富士見市提案型協働事業提案者自己紹介シート（様式第４号） 

⑤ その他市長が必要と認める書類 

 

 

事前相談をご希望の場合は、協働推進課までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前相談に関するお問い合わせ先 

     富士見市役所 自治振興部協働推進課 市民参加・協働担当 

     電 話 049-251-2711（内線 258） 

 



【提案の審査等について】 

審査等は、提出された書類、プレゼンテーション等により行います。 

プレゼンテーション等は、提案内容により協働で事業を進める市の担当部署

を決定し、提案者と市の担当部署が協力して行います。 

下記の「審査のポイント」に基づきプレゼンテーション等による選考を行い、

採択事業の決定をします。 

 

≪審査のポイント≫ 

 事業の必要性 
公共的な課題の解決や地域の活性化等について、現状

を把握し、市民に必要とされている事業であるか。 

 公益性及び市民 

サービスの向上＊ 

不特定多数の市民の利益と、市民サービスの向上につ

ながる事業であるか。 

 具体性継続発展性＊ 

事業計画が実行可能な方法、スケジュールに基づいて

作成された事業であるか。その事業に継続性があり、

自主的な活動による発展性があるか。 

 適正な予算＊ 
事業内容に照らして、適正な予算の積算がされている

か。 

 協働の必要性＊ 
事業目的達成のための、提案者と市の協働の必要性が

明確になっているか。 

 役割分担＊ 
提案者と市との役割分担が明確で、相互の特性を活か

しているか。 

 協働の効果＊ 

提案者と市が協働で取り組むことにより、質の高い市

民サービスを提供することができ、他の地域や他者へ

成果の広がりが期待できるか。 

 事業実施能力＊ 

提案者には、事業実施のために必要な体制等があり、

市と効率よく連携を図ることができると認められる

か。事業の実施に対する熱意があると認められるか。 

○行政提案型協働事業への提案は、＊印の審査のポイントを適用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



【協働事業の補助金の交付について】 

市の予算の範囲内において、事業の実施に係る経費を補助（上限額２０万円）

します。同一事業に対する補助金は、原則として１年とします。 

 

≪対象となる経費の例≫ 

報償費 講師や事業協力者への謝礼 

旅費 事業の実施に必要な交通費 

消耗品費 事業の実施に必要な資料や周知のための用紙代等 

食糧費 講師等の食事代、会議開催時の飲料代 

印刷製本費 チラシ、ポスター等の印刷等 

役務費 事業の実施に必要な郵便料金、送料、振込手数料、 

事業の実施に必要な保険加入料等 

使用料及び賃貸料 会場や機器等の使用料やレンタル料等 

原材料費 事業の実施に必要な原料及び材料費 

その他 市長が特に認めたもの 

 

 

≪対象外経費の例≫ 

打ち上げや個人的な飲食費（弁当、茶菓代等） 

参加者の交通費 

交際費（慶弔費、差し入れ等） 

個人の所有となる物品の購入費 

支払ったことが確認できない経費 

実施事業に直接かかわりのない経費や社会通念上適切でない経費 

 

 

【協働事業の協定の締結について】 

採択を受けた提案者は、事業の実施にあたり、事業の内容、役割分担、個人

情報保護の遵守等について、市と協定を締結します。 

 

【協働事業の変更・中間報告】 

採択された事業の内容を変更するときは、提案者は変更承認申請書を提出し、

市の承認を受けることが必要です。 

また、市は必要に応じて採択された事業の進捗状況について、中間報告書の

提出を求めます。 

 



【協働事業の実施後の報告・評価】 

事業完了後、提案者は次の書類を速やかに提出してください。 

① 富士見市提案型協働事業完了報告書（様式第１０号） 

② 収支決算書（様式第１１号） 

 

市は、報告書の提出後、実施された事業に対して評価を行い、その概要及び

成果等を公表します。 

 

 

◆アイデア提案◆ 

市民提案型協働事業へ転換することを前提として、事業のアイデアを提案し

てください。市はアイデアを登録し、公表します。一緒に事業を実施する人を

探すこともできます。 

 

【提案者について】 

○市内に在住、在勤または在学している個人及び市内に事務所または事業所を 

有する法人、その他の団体 

 

【提案方法について】 

 

≪募集期間≫ 

随時募集しています。  

≪「アイデア提案」提出書類≫ 

「アイデア提案」をする方は、次の書類を協働推進課窓口、または郵送にて 

提出してください。 

① 富士見市協働事業提案制度アイデア提案登録申込書（様式第５号） 

② 富士見市協働事業提案制度アイデア提案書（様式第６号） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士見市協働事業提案制度に関するお問い合わせ・申請先 

   富士見市役所 自治振興部協働推進課 協働事業提案制度担当 

   電 話 049-251-2711（内線 25８） 

   郵送先 〒354-8511富士見市役所協働推進課（住所不要） 

 

            ＊事前相談をご希望の場合も、ご連絡ください。 

 

 

 


